
 

 

 

 

 

 

 

 県教委、「人材育成が柱である制度、厳密な評価は求めない」と言明。    

高教組、「県教委の具体的評価基準を示さない」姿勢を批判。  

7月 7日「新たな人事評価制度の導入及び人事評価

結果の給不への反映について」の 5回目の交渉を行い

ました。交渉には、高教組本部から鍛治委員長 他執行

部 5人が参加し、県教委は、上原教職員課長、田川人

事管理監、他５人が対応しました。 

 

５段階評価の賃金への反映について 

交渉の冒頭で、県教委は「令和４年度の新たな人事

評価制度を導入し、令和６年度から、評価結果の上位(Ｓ

S)と下位の一部(Ｃ)を給不へ３段階で反映する」「令和

７年度での５段階の評価の給不反映は継続協議を行う」

という再提案をしました。このことに伴い、 

・号給適用調整措置 

・病気休職等により昇給号数を抑制された者に対する復元措置 

・離島特別昇給制度 

以上の３制度の令和 7 年度の廃止は、継続協議とな

り一時保留となりました。事実上、令和 7年度の 5段

階評価の給不反映について県教委の姿勢が一歩退いた

感は否めません。提案内容の難しさを県教委も認識し

ていることと考えられます。しかし、令和 4 年度から

実質的に５段階評価はスタートし、給不への反映を県

教委はすすめています。 

 

交渉の進捗状況について 

今回の交渉では、県教委から資料として評価制度の

概要をまとめたものが示されました。しかし、その中

には高教組が求めていた人事評価の基本要素である

「公平性・納得性・客観性」を担保した「基準」や「わ

かりやすい目安」は明示されていませんでした。県教

委は、交渉の中で「必ず出す」と約束した透明性、納

得性を担保した「わかりやすい評価基準」がこの 4 回

にわたる交渉で一つも提示されないことに対して、高

教組は「なにひとつ具体的な提案がなく、同じ内容の

ものが何度も出され、交渉が進んだ実感がもてない」

とこの交渉に対する県教委の姿勢を批判しました。 

 

能力評価の一項目ついて 

交渉資料として、提示されたものの中に「指導教諭・

教諭・助教諭・講師用の能力評価」がありました。そ

の中の「通常必要な水準」の一つとして「指導の重点

化や内容の系統性に配慮した適切な教材等を準備して

いる。」という評価項目が記されていました。高教組は

「専門外の管理職が『適切な教材であるか、ないか』

を判断し評価することはできないのではないか」と質

しました。県教委は「人事評価は教職員の人材育成・

資質向上を柱とする制度であり、制度の導入により教

職員の同僚性が壊れ、職員室の分断が生じるような状

況は望まない。よって、評価者にひとつひとつの項目に

ついて厳密な評価は求めない。資質向上の一つの目安

として捉えるような考え方で運用する。」と答えました。

そのことに対して、高教組は「最上位(SS)や最下位(Ｃ)

を出さないように運用するのか」と質したところ、県

教委は「そう理解して構わない」「多くの職員が評価の

中位にあたる標準のＡになるように制度設計に時間を

かけた」と答えました。 

高教組は「人材育成という点では、多様で幅広い観

点から資質向上をはかる趣旨は理解できる。しかし、

いくら小さな評価項目であっても、それが給不に結び

つけば、教職員の丌安は拭えない。管理職との面談で

評価をすり合わせ納得までいくのが理想であるが、目

標管理シートの制度でさえも形骸化している。学校現

場の限られた時間で教職員の納得を得る時間を管理職

はとれるのか」と批判しました。 

 

部活動の評価について 

県教委は「勤務時間内、及び『長崎県運動部活動の

在り方に関するガイドライン』にそった部活動の業績

について評価対象とする」と回答しました。 

高教組は「部活面にしても、学習面にしても、生徒

の時間の奪い合いの末に、業績をあげている現状があ

る。」という指摘に対して、県教委は「すぐには難しい

が、教職員の働き方改革に伴い、意識改革もなくては

ならないものだと考えている」と明言しました。 

 

恣意的な評価をしないように要求 

管理職が評価する権限を教職員にちらつかせること

が懸念されます。制度導入によってハラスメント問題

に発展することがないように、評価者研修で管理職に

対して、恣意的な評価をしないように強く指導するこ

とを求めました。 
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